
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

土

地

改

良

事

業

施

行

認

可

申

請

の

縦

覧

耕

地

課

○

林

業

種

苗

生

産

事

業

者

講

習

会

の

開

催

治

山

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

個

人

演

説

会

等

を

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

る

施

選

挙

管

理

委

員

会

設

の

異

動
【

】

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

○

第

五

百

三

十

九

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

海

区

漁

業

調

整

委

員

の

開

催

会

岡

山

県

公

報

令和５年１月２０日 第１２４６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

か
も
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
津
山
市
加
茂
町
中
原
六
一 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

医
療
法
人
慈
恵
会 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
津
山
市
加
茂
町
中
原
六
一 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
一
月
十
三
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
六
三
五
九
〇
〇
一
三 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
看
護 

 
 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

 

令和５年１月２０日　岡山県公報　第１２４６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

総
社
市
新
本
字
大
平
五
四
五
九
の
五
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た
め

令和５年１月２０日　岡山県公報　第１２４６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

吉
ヶ
原
美
作
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
横
辺
一
〇
五
六
番
一

二
六
三
・
七

地
先
か
ら

新

七
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
火
ノ
谷
一
〇
五
〇
番

九
・
八

一
地
先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
横
辺
一
〇
五
六
番
一

旧

二
六
三
・
七

地
先
か
ら

五
・
一
～六

・
〇

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
火
ノ
谷
一
〇
五
〇
番

一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

栃
原
久
米
南
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
頭
田
一
一
六
〇
番
四

一
二
四
・
四

地
先
か
ら

新

八
・
三
～

三
二
・
〇

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
ソ
子
一
一
四
八
番
一

地
先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
頭
田
一
一
六
〇
番
四

旧

一
二
四
・
四

地
先
か
ら

二
・
八
～

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
ソ
子
一
一
四
八
番
一

五
・
二

地
先
ま
で

令和５年１月２０日　岡山県公報　第１２４６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

三
一
三
号

真
庭
市
蒜
山
初
和
字
乢
ノ
根
四
七
八
番
一
地
先
か
ら

令
和
五
年
一

道

真
庭
市
蒜
山
下
長
田
字
宮
田
二
〇
七
六
番
一
地
先
を

月
二
十
日

経
て

真
庭
市
蒜
山
下
長
田
字
竹
花
二
〇
五
〇
番
五
地
先
ま

で久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
頭
田
一
一
六
〇
番
四
地
先

県
道

栃
原
久
米
南

線

か
ら

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
ソ
子
一
一
四
八
番
一
地
先

ま
で

令和５年１月２０日　岡山県公報　第１２４６５号



〔
三
二
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

申
請
の
あ
っ
た
新
規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。 

 

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

申
請
者 

 
 

児
島
湾
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名 

 
 

西
七
区
１
号 

 
 

（
水
利
施
設
等
保
全
高
度
化
（
用
排
水
施
設
整
備
）
事
業
） 

 
 

西
七
区
支
線
70
号 

 

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

 
 

西
七
区
支
線
85
号 

 

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

北
七
区
支
線
27
号 

 

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

三 

縦
覧
に
供
す
る
書
類 

 
 

土
地
改
良
区
定
款 

 
 

事
業
計
画
書 

四 

縦
覧
の
期
間 

 
 

令
和
五
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
日
ま
で 

五 

縦
覧
の
場
所 

 
 

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部 

令和５年１月２０日　岡山県公報　第１２４６５号



〔
三
三
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

１ 

日
時 
令
和
五
年
三
月
十
五
日
（
水
曜
日
） 

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

２ 

場
所 
勝
田
郡
勝
央
町
植
月
中
一
〇
〇
一 

 
 

 
 

 

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
森
林
研
究
所 

林
業
技
術
研
修
棟 

研
修
室
（
小
） 

二 

受
講
申
込
書
の
受
付 

１ 

受
講
申
込
者
は
、
受
講
申
込
書
を
、
住
所
地
を
所
管
す
る
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画

課
へ
令
和
五
年
三
月
八
日
（
水
曜
日
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。 

２ 

受
講
申
込
書
に
は
、
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
、
無
帽
の
写
真
（
縦
三
・
六
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
一
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。 

３ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
講
申
込
み
は
、
令
和
五
年
一
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
三

月
八
日
（
水
曜
日
）
ま
で
の
期
間
中
、
岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。 

三 

受
講
手
数
料 

１ 

受
講
申
込
書
に
、
一
万
四
千
百
七
十
円
相
当
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ

と
。
な
お
、
証
紙
に
は
、
消
印
し
な
い
こ
と
。 

２ 

岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
受
講
申
込
を
す
る
場
合
は
、
令
和
五
年
三
月
八
日
（
水
曜

日
）
ま
で
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
処
理
を
行
う
こ
と
。 

３ 

納
付
し
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。 

四 

そ
の
他 

１ 

受
講
者
は
、
受
講
当
日
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。 

２ 

講
習
会
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
治
山
課
（
電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六
―
七

四
五
五
）
又
は
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。 
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〔
三
四
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
二
〇
四
一
号 

令
和
五
年
一
月
十
二

日 番

号 

指

定

年

月

日 

浅
口
市
金
光
町
占
見
五
六
三
番
一
六 

道

路

の

位

置 

六
・
〇
四 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル)

 

三
二
・
四
八  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル)
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〔
三
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

）

、

、

。

政
令
第
三
百
七
十
二
号

に
基
づ
き

特
定
調
達
契
約
に
つ
き

次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し
た

令
和
五
年
一
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

Ｂ
Ｙ
Ｏ
Ｄ
に
関
す
る
役
務
提
供
業
務

二

契
約
期
間

令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
二
月
二
十
九
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
十
二
月
十
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

楽
天
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
一
丁
目
十
四
番
一
号

六

落
札
金
額

一
月
あ
た
り
六
一
六
、
〇
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五
六
、
〇
〇
〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
四
年
十
一
月
一
日
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
一
号 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
、
玉
野
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
次
の
と
お
り
異
動
が
あ 

っ
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
一
月
二
十
日 

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会 
 

 
 

 
 

委

員

長 
 

 

大

林

裕

一 

 

玉
野
市
総
合
体
育
館 

施

設

の

名

称 

施
設
の
管
理
者 

異

動

事

項 

玉
野
ス
ポ
ー
ツ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｊ
Ｖ 

新 

公
益
財
団
法
人
玉
野
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団 

旧 

平
成
三
十
年
四
月
一
日 

異

動

年

月

日 
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
三
十
九
回
岡
山
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日
（
金
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
駅
前
町
二
丁
目
三
番
三
一
号

サ
ン
・
ピ
ー
チ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

〇
六
三
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

関
係
各
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
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